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告 示 

鳥取県告示第778号 

鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例（平成25年鳥取県条例第６号）第９条第１項の規定に基づき、知事指定

薬物を次のとおり指定したので、同条第３項の規定により告示する。 

  平成29年12月22日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

指定番号 通称名 化学名等及び構造式 

29－知(１)－９ ＡＣＢＬ（Ｎ）－018 アダマンタン－１－イル＝１－ペンチル－１Ｈ－インダゾー

ル－３－カルボキシラート及びその塩類 

 

29－知(１)－10 ４－ＥＡ－ＮＢＯＭｅ １－（４－エチルフェニル）－Ｎ－（２－メトキシベンジル）

プロパン－２－アミン及びその塩類 

 

 

29－知(１)－11 25Ｂ－ＮＢＯＨ，２Ｃ－

Ｂ－ＮＢＯＨ、ＮＢＯＨ

－２Ｃ－Ｂ 

２－[（４－ブロモ－２，５－ジメトキシフェネチルアミノ）

メチル]フェノール及びその塩類 

 

                                                    

鳥取県告示第779号 
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鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例（平成25年鳥取県条例第６号）第10条第１項の規定に基づき、知事指定

薬物の指定が失効したので、同条第４項の規定により次のとおり告示する。 

  平成29年12月22日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

指定番号 通称名 指定年月日 失効年月日 

29－知(１)－７ ２Ｃ－ＴＦＭ 平成29年11月７日 平成29年11月10日 

29－知(１)－８ ４－Ｆｌｕｏｒｏｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎ

ｉｄａｔｅ、４Ｆ－ＭＰＨ、４－ＦＭＰ

Ｈ 

〃 〃 

                                                    

鳥取県告示第780号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居宅

サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

  平成29年12月22日 

鳥取県東部福祉保健事務所長 大  口     豊 

事業者の名称

又は氏名 

指定に係る事業

所の名称 

指定に係る事業

所の所在地 
届出年月日 廃止年月日 

サービスの種

類 

有限会社さく

ら 

さくら薬局卯垣

店 

鳥取市卯垣四丁

目101－１ 

平成29年12月７

日 

平成29年11月30

日 

居宅療養管理

指導 

                                                    

鳥取県告示第781号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告

示する。 

  平成29年12月22日 

鳥取県東部福祉保健事務所長 大  口     豊 

事業者の名称

又は氏名 

指定に係る事業

所の名称 

指定に係る事業

所の所在地 
届出年月日 廃止年月日 

サービスの種

類 

有限会社さく

ら 

さくら薬局卯垣

店 

鳥取市卯垣四丁

目101－１ 

平成29年12月７

日 

平成29年11月30

日 

介護予防居宅

療養管理指導 

株式会社幸風 幸風デイサービ

スセンター鳥取 

鳥取市商栄町115

－４ 

平成29年12月８

日 

平成29年12月１

日 

介護予防通所

介護 

                                                    

鳥取県告示第782号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

基づき、指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり告示する。 

  平成29年12月22日 

鳥取県西部総合事務所長 中 山 貴 雄 

名 称 
主たる事務所

の所在地 

指定に係る障害福

祉サービス事業を

行う事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の所在地 

障害福祉サー

ビスの種類 
指定年月日 

医療法人同愛会 米子市両三柳

1880 

博愛病院 米子市両三柳1880  短期入所 平成30年１月

１日 

 


